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フード連合(局)発 13第 122号(政策 26) 

2014年 5月 9日 

各単組委員長、担当者 様 

日本食品関連産業労働組合総連合会 

事務局長 山本 健二 

政策局長 栗田 博  

 

 

 

 

 

1. 「食の安全・安心」強化月間の取り組みについて 

2. 「食」を大切にする運動の推進について 

3. セカンドハーベストジャパンのボランティアに参加しました！ 
 

1. 「食の安全・安心」強化月間の取り組みについて 
 

フード連合は、｢食の安全・安心｣への取り組み強化を行うために、毎年 6～7月を｢食の安

全･安心 強化月間｣と位置付け、意識啓発や職場点検活動等に取り組んでいます。とりわけ

今年は食品偽装問題等の不祥事が続いたこともあり安全な食品を消費者に提供するという

原点にもどり、「食の安全・安心」への取り組みを推進していきます。 

食の安全・安心を守ることは、食品関連企業の社会的責任であり、私たちの雇用や労働条

件、生活の安定に繋がっていきます。フード連合の仲間一人ひとりが、国民・消費者の健康

を支えている食品関連産業で働いている自覚と責任をもつことが必要です。また、企業に対

するチェック機能を働かせることは、労働組合の役割であり、「食の安全･安心強化月間」が

フード連合としての統一行動であることを改めて確認し、全加盟組織で「食の安全･安心」

の確保に向けて下記の内容で取り組むことをお願い致します。 

6 月～7 月は「食の安全安心」強化月間です！ 
 

 

 

 

 

 
 

※取り組みの詳細については 2014年 4月 25日付でお送りしておりますフード連合(局)発 13第 110号(政

策 21)をご参照下さい。 

 

「食の安全・安心」への取り組みは、単組が主体的にそして、組合員・

従業員全員が、今一度、私たち自身の「行動のチェック」や「おかしい」

と感じたときに、おかしいと言えているか、再確認する取り組みです。品

質事故や不祥事を起こさないように徹底して取り組みましょう。 

取り組みツールはすべてＨＰに掲載します。適宜、アクセスをお願い致

フード連合／政策情報 №10 

「食の安全・安心」への取り組み 

（1）各単組の実情に合わせて、徹底して職場の点検活動を実施する。 

（2）職場で会議を開催し、「食の安全・安心」について話し合う機会をつくる。 

（3）会社側に取り組みへの主旨・目的を伝え、理解・協力を働きかける。 

（4）職場内の意識啓発に向けて、ポスターを掲示する。 

（5）フード連合機関紙、政策ニュース等で「食の安全・安心強化月間」を掲載する。 
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します。 

※フード連合 HP（http://www.jfu.or.jp/）トップページの右側に、｢食の安全･安心｣

強化月間のバナーがありますので、そちらをクリックして下さい。 

 

 

 

2.「食」を大切にする運動の推進について 
 

 フード連合は、「食」を大切にする運動を推進します。取り組み項目は下記のとおりです。

各単組、組合員の積極的な取り組みを宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※取り組みの詳細については 2014年 4月 25日付でお送りしておりますフード連合(局)発 13第 111号(政

策 22)をご参照下さい。 

 

（1）「食べ残しゼロ運動」の推進 

「ドギーバッグ・エコバッグ」の購入をお願いします！ 
フード連合は、「食」を大切にする運動を組織内外に展開していくために、「食べ残しゼロ

運動」を推進していきます。具体的には、ドギーバッグとエコバッグを斡旋して、家庭内等

で実践することにより、一人ひとりが「食の大切さ」や「食と環境問題」などへの意識を醸

成し、活動への理解を浸透させ、「食」の大切さを伝えていきます。 

なお、斡旋した価格の 10％程度をセカンドハーベストジャパンに寄付します。各単組、

組合員の積極的な取り組みを宜しくお願い致します。 

 

（2）フードバンク活動の推進 

食品の大量廃棄問題への対応！ 
フード連合は、食品ロス削減に向けて、加盟組合に対してフードバンク活動の情報提供を

行うとともに、セカンドハーベストジャパン（以下 2HJ）とのスポンサー契約や寄付を会社

に働きかける取り組みを推進します。 

食品提供を行う主体は企業ですが、食品関連産業の労働組合である私たちが企業に働きか

け、「フードバンク活動」を推進していくことは、社会的責任の観点からも非常に重要であ

ると考えます。取り組みを進めて頂きますよう宜しくお願い致します。 

 

“フードバンク活動”とは・・・ 

食品企業の製造工程で発生する規格外品（包装における破損や印字ミス）など、食べ物と

しての品質には問題ないが、通常の販売には支障がある食品・食材を、食品メーカーや小売

店等などから引き取って、福祉施設等へ無償提供するボランティア活動です。1960 年代の

「食」を大切にする運動の推進 取り組み項目 

（1）「食べ残しゼロ運動」の推進  

①ドギーバッグ・エコバッグの継続販売。  

（2）フードバンク活動の推進 

①フードバンク活動へのスポンサー契約を会社に働きかける。 

   ②セカンドハーベストジャパン仕様の社会貢献自動販売機設置の推進。 

   ③情報提供 exボランティア活動（炊き出し、家庭の備蓄品提供など）。 

 

http://www.jfu.or.jp/
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米国で、まだ食べられる食品がスーパーで大量廃棄されていることを聞いたボランティアが、

スーパーからこうした食品の寄附を受け、地元の教会に備蓄する倉庫を貸してもらい、生活

困窮者に配給を始めたのが、フードバンク活動の成り立ちで、日本では、2000 年頃から、

徐々にフードバンク活動が広がっています。 

なお、2HJは日本でフードバンク活動を初めて行った団体です。 
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箱詰め作業をする栗

田政策局長と藤川研

修生！ 

ボランティアを行

うと壁にサイン

をします！ 

3.セカンドハーベストジャパンのボランティアに参加しました！ 
  

フード連合政策局は、「食」を大切にする運動の一環として、5月 7

日に、フードバンク活動を行っているセカンドハーベストジャパン

（以下 2HJ）のボランティアに参加しました。ボランティアには栗田

政策局長、伊藤政策局担当、藤川 由佳 氏（連合からの研修生）の 3

名が参加しました。 

2HJ はフードバンク活動の一環として、製造メーカ

ー、スーパー等から寄付される「消費期限が短い」「缶

がへこんでいる」等の理由で商品として店頭へ置けな

くなったカップ麺、缶詰、米、パスタ等の様々な食料

品を生活保護等を受けている個人のお宅や、養護施設

等の団体へお届けしています。今回のボランティアで

はお届けする食料品の箱詰め作業を行いました。これ

はハーベストパントリーの活動と呼ばれており、石巻

の被災された方に食料品をお送りしました。食料品を

詰めていると、フード連合の仲間が製造している商品

も目につき、フードバンク活動に貢献していることを

実感しました。 

組合員の皆さんもボランティアに参加してみてはいかがですか。ボランティアは事前の申

し込みが必要になります。まずは 2HJ（http://2hj.org/ ）までご連絡下さい。 

 

 

 

 

以 上 

 

http://2hj.org/

